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令和 年度税制改正の大綱

令 和  年 12月 26日

閣 議 決 定

物価高への対応の観点から 、 物価上昇に連動し て基礎控除等を引き 上げる 仕組み

を創設するほか、 就業調整に対応する と と も に、 中低所得者に配慮し つつ、 所得税

の課税最低限を 178 万円まで特例的に先取り し て引き 上げる 。「 強い経済」 の実現

に向けた対応と し て、 大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を 創設する ほか、 租

税特別措置等の適正化の観点から 、 賃上げ促進税制の見直し や研究開発税制の強化

等を 行う 。 税負担の公平性を 確保する 観点から 、 極めて高い水準の所得に対する 負

担の適正化措置の見直し 等を 行う 。 こ のほか、 自動車関係諸税について、 自動車税

等の環境性能割の廃止や軽油引取税の当分の間税率の廃止等を 行う 。 また、 国際観

光旅客税の税率の引上げや防衛特別所得税 仮称 の創設等を 行う 。 具体的には、

次のと おり 税制改正を 行う も のと する。
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